
令和８年 ４月 

生活指導部 

生活のきまり  

１ 服装について 

 ☆標準服について  

【Ⅰ型】ブレザー・スラックス・ワイシャツ・ネクタイ  

【Ⅱ型】ブレザー・スカート・ブラウス・リボンもしくはネクタイ  

【Ⅲ型】ブレザー・スラックス・ワイシャツ・リボンもしくはネクタイ  

   ＊ワイシャツ・ブラウスの色は白とする。 

   ＊スカート丈は、ひざ位の長さとする。 

＊防寒のために、指定のニットベスト、ニット生地のセーター・カーディガ

ン（タートル・ハイネック・フード付きは除く）を標準服に合うものを着

用してもよい。  

＊始業式や終業式などの式典では、標準服の下にセーター・カーディガンなど

の防寒着を着用しないことを基本とする。  

〇以下の服装の中から生徒が自由に選択する。  

【タイプ１】ブレザー、ワイシャツ、ネクタイもしくはリボン (５～１０月は付けなくても可 ) 

【タイプ２】ワイシャツ、ネクタイもしくはリボン (５～１０月は付けなくても可 ) 

 ニットベストは指定されたもののみ着用可  

【タイプ３】指定のポロシャツ (５～１０月 ) 

〇ネクタイやリボンはだらしなくならないように着用すること。  

〇セーターやカーディガンでの登校は禁止。  

〇全校生徒が集合する日は、【タイプ１】で登校すること。※５～１０月は、タイプ２でも可。  

 例 朝礼 (生徒朝礼も含 )、生徒総会、始業式、終業式、修了式、卒業式など  

 

 （２）ワイシャツ・ブラウス 

    標準服の下は、ワイシャツ・ブラウスとし、色は白とする。  

 

 （３）靴 

    運動靴とする。ただし、通学時のみ、革靴でもよい。 

    ＊運動靴は、保健体育（実技）の授業に支障のないものとする。 

    校舎内で使用する上履きは、体育館履きと兼用し、指定の靴を使用する。  

    （上履きは、１年生は赤色、２年生は青色、３年生は黄色のライン）  

 

 （４）靴下 

    学校生活に合うものとする。  

 

 （５）コート 

    標準服に合うものとする。  

 

 （６）マフラー・帽子 

    マフラーは極端に長いものは使用しない。ネックウォーマーも可。  

   ＊ コート、マフラー、手袋、帽子は、校舎内では着用しない。  

 



２ 持ち物について 

 （１）水筒 

    通年で持参してもよい。休み時間・昼食時に飲用する。中身は水、お茶類 

    など気候や体調に合わせる。 

 （２）学習に必要なもの以外は持ってこない。  

＊カッターは持ってこない。はさみは取り扱いに十分注意すること。 

 （３）所持品には、必ず記名をする。 

 （４）タブレット PC は先生の指示があった時のみ使用する。使用しないときはカバ

ンの中にしまう。 (『タブレットの使用について』を参照してください ) 

 （５）生徒証は毎日学校に持ってくること。 

 

３ 頭髪・その他について 

 ・ 学校生活に合った髪型とする。 

 ・ 学校生活に合わないもの（ヘアワックス、アクセサリー（華美なヘアピン・ゴム

やシュシュ )等）を使用したり、身につけたりしない。  

 

※服装や頭髪などは、基本「その格好で高校入試の面接に行くことができるか」

を考えること  

 

 

４ ボタン・上履きの購入について  

  富士中学校で購入することができなくなりました。  

  無くしたり、買い替えたりする際は以下の販売店で購入してください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売店  

・SANKEI  

住所：世田谷区太子堂 4-23-13 電話番号：03-3413-6119 

  ・チケットキング下北店  

    住所：世田谷区北沢 2-19-5   電話番号：03-3424-8940 

 

※ボタンのほかにネクタイやリボンも購入できます。  

上履きの販売店 (３，３００円 ) 

・サワダヤ  

   住所：世田谷区北沢 2-19-17 電話番号：03-3414-4546 

・三恵  

   世田谷区三軒茶屋 2-13-16  電話番号：03-3413-6119 


